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はじめに

本資料は、「発行会社による振替口座簿の情報提供請求に関するご案内」
（https://www.jasdec.com/assets/download/ds/jyouhouteikyouseikyu.pdf ）の 「情報提供
請求に要する手数料」 注６に記載している情報提供請求に係る手数料が高額になるケースの代表例として、信
託財産名義の加入者に対する情報提供請求が行われた場合について解説しております。

＜目次＞
１．信託財産名義の加入者の口座開設状況
２．情報提供請求の取次イメージ
３．情報提供請求の手数料請求イメージ
４．情報提供請求の手数料

参考１．信託財産名義の加入者を対象とした情報提供請求にて把握できる保有株数について
参考２．一般的な加入者に対する情報提供請求のイメージ図
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他、多数の「〇〇銀行（信託口）」の口座

他、多数の「〇〇銀行（信託口）」の口座

他、多数の「〇〇銀行（信託口）」の口座

多数の証券会社等に、1加入者の「〇〇銀行（信託口）」名義で大量（１つの証券会社等で数百以上）の口座を開設している場合があり
ます。また、上の図の「投資信託A」のように、同じ信託財産で複数の証券会社等に口座を開設している場合もあります。

情報提供請求に係る手数料が高額になる要因として、以下のように、信託財産名義の加入者が複数の投資信託や特定金
銭信託等の信託財産を 「〇〇銀行（信託口）」の名義で証券会社等に大量の口座を開設している場合があります。
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１．信託財産名義の加入者の口座開設状況

投資信託Aの株式等
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取引または管理している信託財産
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投資信託Aの株式等
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発行会社が加入者「〇〇銀行（信託口）」の情報提供請求を行った場合における、各口座管理機関（請求取次先機
関）への情報提供請求の取次ぎのイメージは以下のとおりです。

証券保管振替機構

発行会社（ＴＡ）

「○○銀行（信託口）」の名義で口座が開設されている口座管理機関に情報提供請求を取り次ぎ、口座単位での報告を依頼

情報提供請求
対象株主：「○○銀行（信託口）」

２．情報提供請求の取次イメージ
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発行会社（ＴＡ）

発行会社が加入者「〇〇銀行（信託口）」の情報提供請求を行った場合における、各口座管理機関（請求取次先
機関）の定める手数料（情報提供料）の請求のイメージは以下のとおりです。

証券保管振替機構

情報提供請求に対する株数等の報告と合わせて、報告に係る手数料を口座単位で請求
（１つの口座管理機関に大量の「〇〇銀行（信託口）」名義の口座がある場合は、１社で数
万円～数十万円の手数料が発生します。）

１回の情報提供請求で合計 数十万円
の手数料の請求が発生！！！

各口座管理機関からの手数料を合算

３．情報提供請求の手数料請求イメージ
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甲・乙証券以外の証券会社に開設されている
「〇〇銀行（信託口）」名義の手数料も発生
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４．情報提供請求の手数料

情報提供請求に係る手数料については、弊社ホームページに掲載している「株式等振替制度に係る上場会社の手数料
について」のp.9に記載しています。（https://www.jasdec.com/assets/download/ds/tesuryo_guidance.pdf）

情報提供請求手数料の手数料項目
a～dのうち、信託財産名義の情報提供
請求によって高額となる可能性がある手
数料は、この資料における「d.請求取次
先機関の定める情報提供料」です。

なお、「請求取次先機関の定める情報
提供料」の請求取次先機関ごとの内訳
や請求取次先機関の数は開示すること
ができません（対象加入者が口座を開
設している証券会社等の特定や推測に
繋がるため。）。
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発行会社（ＴＡ）

発行会社が加入者「〇〇銀行（信託口）」の情報提供請求を行った結果、把握できるのは、以下のとおり、投資信託や特定金
銭信託等信託財産の保有株式数の合計であり、最終投資家の保有株式数は把握できません。

証券保管振替機構

各口座の保有株式数を報告

参考１ 信託財産名義の加入者を対象とした情報提供請求にて把握できる保有株数について

各口座管理機関からの保有株式数を合算

「〇〇銀行（信託口）」が管理する
すべての口座管理機関の保有株式数の合計

〇
〇
銀
行

○○銀行
（信託口）甲

証
券

乙
証
券

信託口 信託口 信託口

信託口 信託口 信託口

・
・
・

・
・
・

・
・
・

○○銀行
（信託口）

○○銀行
（信託口）

○○銀行
（信託口）

・
・
・

・
・
・

○○銀行
（信託口）

○○銀行
（信託口）

○○銀行
（信託口）

○○銀行
（信託口）

・
・
・

・
・
・

○○銀行
（信託口）

○○銀行
（信託口）

○○銀行
（信託口）

○○銀行
（信託口）

・
・
・

・
・
・

左
記
以
外
の

多
数
の
証
券
会
社

甲・乙証券以外の証券会社に開設されている
「〇〇銀行（信託口）」名義が保有する株式数
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参考２ 一般的な加入者に対する情報提供請求のイメージ図（１／２）
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発行会社が一般的な加入者に対して情報提供請求を行った場合における、各口座管理機関への情報提供請求の取次ぎのイ
メージは以下のとおりです。

証券保管振替機構

発行会社（ＴＡ）

口座

名称：保振 太郎

口座

名称：保振 太郎

１加入者として名寄せされている

情報提供請求

対象加入者：「保振 太郎」

「保振 太郎」の名義で口座が開設されている証券会社に情報提供請求を取り次ぎ、口座単位での報告を依頼

加入者「保振 太郎」
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口座

名称：保振 太郎

甲
証
券

合計 1,500円の手数料請求

手数料 500円

口座開設口座開設

口座

名称：保振 太郎

乙
証
券

手数料 1,000円

証券保管振替機構

発行会社（ＴＡ）

参考２ 一般的な加入者に対する情報提供請求のイメージ図（２／２）

発行会社が一般的な加入者に対して情報提供請求を行った場合における、各口座管理機関（請求取次先機関）の定める手
数料（情報提供料）の請求のイメージは以下のとおりです。

情報提供請求に対する株数等の報告と合わせて、報告に係る手数料を口座単位で請求

各証券会社からの手数料を合算

加入者「保振 太郎」 8


